
障害年金研修（初級編：契約～裁定請求まで） 

○日時・場所     ※研修は同じ内容となります。ご都合の良い日をどちらか選んでお申込みください 
 

   第１回目  平成２５年１月１２日（土）  １３：３０～１６：３０ 
   第２回目  平成２５年２月２３日（土）  １３：３０～１６：３０ 
 
 千葉市中央区栄町36-10 ＹＳ千葉中央ビル4階 会議室 
   
○参加費 

   ５，０００円（当日現金にてお支払いください） 
 

○定 員 

   ３０名（定員になり次第、締め切りとさせていただきます） 

 
○お申込先 

   岩崎社会保険労務士事務所  
   〒260-0016 千葉市中央区栄町３６-１０ ＹＳ千葉中央ビル８階 ＴＥＬ：043-301-2311   

 ※お申し込みは1週間前までにメールかＦＡＸにてお申込みください 

 ＦＡＸ：043-301-2312  メール：prof-iwasaki@nifty.com 

申込用紙 ※ＦＡＸの場合は、送信文は不要です。このまま送信してください 

１．お名前   （                    ）   ２．連絡先 （                       ） 
 
３．所属団体名（                    ）   ４．住  所    （ 〒    －                ） 
 

※ご記入の個人情報は事業運営の目的でのみ使用させていただきます。                        

事前に障害年金のことでご質問等がございましたら、別紙にてご質問ください。セミナー時にご回答をさせていただきます。 

参加希望日のどちらかにチェックをお入れください（両日ともに研修内容は同じ内容です） 

□平成２５年１月１２日（土）     □平成２５年２月２３日（土）  

 □ 診断書依頼時における精神科医との折衝のポイント 
 □ 知っておきたい「障害者自立支援法」の概要 

相談件数 
年間200件 
以上の実績 

発表者/ 社会保険労務士 岩崎眞弓/鏑木優子/嶋津貴史 
         精神保健福祉士 石井敏之（星野メンタルクリニック） 
                 清水洋延（亀田クリニック）他2名 
                 ※発表者は開催日によって異なります 
      

(千葉駅東口 徒歩5分) 

初めての 

これは聞きたい！ 

精神科医療現場でスタッフと
して働いている現役ソーシャ
ルワーカー（ＰＳＷ）の講演 

 いま「障害年金」が注目されております。専門的な相談対応・支援が行え
る社労士は数少ないのが現状で、是非この機会に「障害年金」を社労士業
務に加えてみてはいかがでしょうか？ 
 今回のセミナーは「障害年金」に精通した社労士による「初めての障害年
金裁定請求！契約～裁定請求まで」をわかりやすく解説するセミナーです。 
※3か月間の無料メール相談の特典付き 

 □ 障害年金の概要 
 □ 認定基準とは？ 
 □ 初診証明がとれない場合の対応は？ 
 □ 成功事例 


